
 

 

鳥取県低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領 

 

１ 目的 

 この要領は、請負契約の適正な履行と工事品質の確保を図るため、入札に付した建設工事

を著しく低額な価格で落札した者に対して求める現場に配置する技術者の専任及び増員並び

に現場管理体制の強化に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 適用対象工事 

この要領は、次に掲げる建設工事（以下「適用対象工事」という。）の入札に適用する。 

（１） 次の表の左欄に掲げる発注工種に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる請負対象設計

金額以上の建設工事 

発注工種 請負対象設計金額 

建築一般 ４億円 

建築一般以外の発注工種 ２億円 

（２） 前表の右欄に掲げる請負対象設計金額未満の建設工事のうち、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の２第３項の規定による総合評価一般競争入札（制

限付一般競争入札を含む。）を適用する建設工事 

 

３ 増員対象業者 

  この要領の対象となる事業者（以下「増員対象業者」という。）は、適用対象工事ごとに発

注機関が定める調査基準価格（鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領（平成 19 年

８月 15 日付第 200700071998 号県土整備部長通知）第５条に規定する調査基準価格をいう。

以下同じ。）を下回る価格で落札した者又は共同企業体（現存する２以上の事業者が共同し

て建設工事を施工するために用いる共同経営の方式をいう。以下同じ。）の構成員のいずれ

か（当該共同企業体が分担施工方式の場合にあっては、その構成員の全員）とする。 

 

４ 増員対象業者に求める措置 

  発注機関は、増員対象業者に対して、次に掲げる措置を求めることができる。 

（１）適用対象工事の請負対象金額が建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条第１

項の規定による専任の主任（監理）技術者を必要とする金額（以下「専任金額」という。）

未満の場合は、主任（監理）技術者を現場に専任で配置すること。 

（２）適用対象工事の請負対象金額が専任金額以上の場合は、適用対象工事の施工期間中、そ

の施工現場に主任（監理）技術者を補助する者として次の要件のすべてを具備している者

（以下「追加技術者」という。）を１名以上追加して配置すること。 

ア 当該工事の発注工種に応じて別表に定める資格（以下「特定資格」という。）を備える

者で、専任で配置できるものであること。 

  イ 建設工事における配置技術者等の適正な運用について（平成 20 年５月８日付第

200800024787 号県土整備部長通知）３及び８に掲げる要件を具備する者であること。 

（３）適用対象工事の施工現場に配置する主任（監理）技術者、現場代理人及び追加技術者（以

下「技術者等」という。）は、それぞれ兼務を認めない。ただし、専門技術者は、当該適用

対象工事の技術者等との兼務を妨げるものではない。 

 

５ 追加（専任）技術者調書 

（１）増員対象業者は、追加（専任）技術者調書（別記様式）に適用対象工事に配置する追加

（専任）技術者の氏名等を記載し、発注者の求めに応じて提出する。 

（２）増員対象業者は、適用対象工事の施工期間中、追加（専任）技術者調書に記載された者

を変更してはならない。ただし、発注機関が特に認めたときは、この限りでない。 

 



 

 

６ 落札者の決定手続 

（１）入札を執行する職員（以下「入札執行職員」という。）は、当該入札において増員対象業

者が落札予定者となった場合は、当該落札を保留し、当該増員対象業者に追加（専任）技

術者調書に記載された技術者を当該入札に係る建設工事に配置することができるかどうか

を確認するものとする。 

（２）追加（専任）技術者調書を提出しない、又は(１)による確認の結果不適当と判断された

増員対象業者は、失格とする。 

 

７ 契約書の取扱い 

  増員対象業者と契約を締結する場合は、建設工事請負契約書及び建設工事請負変更契約書

の標準書式について（昭和４８年１１月２２日付発管第３８５号土木部長通知）の別添建設

工事請負契約書については、契約約款の第１０条第６項中「主任技術者」を「専任の主任技

術者」とし、また同条第７項中「７ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者

は、これを兼ねることができる。」を、「７ 現場代理人又は主任技術者（監理技術者）は、

専門技術者を兼ねることができる。」とする。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成 14 年５月 22 日以降に調達公告を行う建設工事から適用する。 
  
   附 則 

 この改正は、平成 14 年７月１日から施行し、平成 14 年７月１日以降に調達公告又は指名通

知を行う建設工事から適用する。 
  
   附 則 

 この改正は、平成 15 年７月 14 日から施行し、平成 15 年７月１日から適用する。 
  
   附 則 

 この改正は、平成 16 年１月５日以降に調達公告又は指名通知を行う建設工事から適用する。 
    
   附 則 

 この改正は、平成 16 年４月 28 日から施行し、平成 16 年５月 20 日以降に調達公告又は指名

通知を行う建設工事から適用する。 
 
   附  則 

 この改正は、平成 17 年４月１日以降に調達公告（調達公告を行わない場合にあっては、入札

日の通知）を行う建設工事から適用する。 
 
   附  則 

 この改正は、平成 17 年 11 月９日以降に調達公告（調達公告を行わない場合にあっては、入

札日の通知）を行う建設工事から適用する。 
 

   附  則 

 この改正は、平成 18 年６月 19 日から適用する。 
 

   附 則 

  この改正は、平成 19 年８月１日以降に調達公告（調達公告を行わない場合にあっては、入札

日の通知）を行う建設工事の入札から適用する。 
    
附 則 

この改正は、平成20年３月28日から施行し、同年４月１日以降に調達公告（調達公告を行わ

ない場合にあっては、入札日の通知）を行う建設工事の入札から適用する。 
 



 

 

附 則 

この改正は、平成20年８月６日以降に調達公告（調達公告を行わない場合にあっては、入札

日の通知）を行う建設工事の入札から適用する。 
 

附 則 

この改正は、平成27年５月25日以降に調達公告を行う建設工事の入札から適用する。 
 

附 則 

この改正は、平成30年４月１日以降に調達公告を行う建設工事の入札から適用する。 

 

附 則 

この改正は、令和５年１月１日以降に契約を行う建設工事から適用する。 

 

附 則 

この改正は、令和７年２月１日以降に契約を行う建設工事から適用する。 

 

附 則 

この改正は、令和８年４月１日以降に調達公告を行う建設工事から適用する。 

 



 

 

（別記様式） 

追 加 （専 任） 技 術 者 調 書 

 

 本件工事における追加（専任）技術者の配置について、以下のとおり関係書類を添えて提出

します。 

 なお、この調書に記載した技術者については、報告時において他工事に従事していないこと、

及び記載内容、並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

工事名：                              

 

         許 可 番 号 国土交通大臣・知事 許可（ － ）第    号 

         住      所 

         商号又は名称 

         代  表  者                                            

              担当者                      

              連絡先（電話）                  

              連絡先（ファクシミリ）              

 

追加（専任）技術者の 

配置の可否 
（ 配置可能 ・ 配置不可能 ） 

追加（専任）技術者氏名  

継続雇用期間 （ ３ヵ月以上 ・ ３ヵ月未満 ） 

調達公告で定める資格に

係る資格者証 

名称（          ） 

       年 月 日交付 

交付番号（        ） 

備 考 

監理技術者資格者証 

（建設業の種類：     ） 

       年 月 日交付 

交付番号（        ） 

（注意事項） 

１ 追加（専任）技術者の氏名の欄には、本件工事に配置する技術者の氏名を記載する。 

２ 継続雇用期間（追加（専任）技術者）の欄には、追加（専任）技術者の雇用期間を記載す

ること。 

３ 備考の欄には、調達公告で特定資格として定める資格の資格者証に係る内容を記載する

こと。 

 ４ 添付書類として調達公告で定める資格の資格者証を証明する合格証明書の写し、

又は監理技術者資格者証の写し等を提出すること。 

５ 監理技術者資格者証の交付を受けている者にあっては、備考欄に交付番号等を記載する

こと。 

６ 追加（専任）技術者の配置の可否について「配置不可能」と報告する場合は、添付書類

を要しない。 



 

 

別表 

各発注工種に対する特定資格一覧 

発注工種 特定資格 

土木一般 

・１級建設機械施工技士 

・１級土木施工管理技士 

・技術士（建設部門） 

・技術士（農業部門・選択科目「農業土木」） 

・技術士（森林部門・選択科目「森林土木」） 

・技術士（水産部門・選択科目「水産土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「農業土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「森林土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「水産土木」） 

ＰＣ 

港湾工事 

建築一般 ・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 
建築解体 

大工工事 
・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

左官工事 ・１級建築施工管理技士 

とび等一般 

・１級建設機械施工技士（土木工事のみ） 

・１級土木施工管理技士（土木工事のみ） 

・１級建築施工管理技士（建築工事のみ） 

・技術士（建設部門） 

・技術士（農業部門・選択科目「農業土木」） 

・技術士（森林部門・選択科目「森林土木」） 

・技術士（水産部門・選択科目「水産土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「農業土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「森林土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「水産土木」） 

交通安全施設 

法面一般 

法面植生工 

法面保護工 

落石防止網工 

アンカー工 

石工事 
・１級土木施工管理技士（土木工事のみ） 

・１級建築施工管理技士（建築工事のみ） 

屋根工事 
・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

電気工事 

・１級電気工事施工管理技士 

・技術士（電気電子部門） 

・技術士（総合技術監理部門（電気電子部門） 

管工事 

・１級管工事施工管理技士 

・技術士（機械部門・選択科目「流体工学」若しくは「熱工学」） 

・技術士（上下水道部門） 

・技術士（衛生工学部門） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「流体工学」若しくは「熱工

学」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「上下水道部門」若しくは「衛生

工学部門」） 



 

 

発注工種 特定資格 

タイル等工事 
・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

鋼構造物一般 

・１級土木施工管理技士（土木工事のみ） 

・１級建築施工管理技士（建築工事のみ） 

・１級建築士（建築工事のみ） 

・技術士（建設部門「鋼構造及びコンクリート」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「鋼構造及びコンクリート」） 鋼橋 

鉄筋工事 ・１級建築施工管理技士 

舗装一般 ・１級土木施工管理技士 

・１級建設機械施工技士 

・技術士（建設部門） アスファルト 

しゅんせつ工事 

・１級土木施工管理技士 

・技術士（建設部門） 

・技術士（水産部門・選択科目「水産土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「水産土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」） 

板金工事 ・１級建築施工管理技士 

ガラス工事 ・１級建築施工管理技士 

塗装一般 ・１級土木施工管理技士（土木工事のみ） 

・１級建築施工管理技士（建築工事のみ） 区画線工 

防水工事 ・１級建築施工管理技士 

内装一般 ・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 畳工 

機械器具設置工

事 

・監理技術者資格者証（機械器具設置工事業に係るもの）を保有している

者 

・技術士（機械部門） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「機械部門」） 

熱絶縁工事 ・１級建築施工管理技士 

電気通信工事 

・１級電気通信工事施工管理技士 

・監理技術者資格者証（電気通信工事業に係るもの）を保有している者 

・技術士（電気電子部門） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「電気電子部門」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「情報通信」） 

造園工事 

・１級造園施工管理技士 

・技術士（建設部門） 

・技術士（森林部門・選択科目「林業又は森林土木」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「林業又は森林土木」） 

さく井工事 

・技術士（上下水道部門・選択科目「上水道及び工業用水道」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「上下水道部門」） 

・技能検定１級のさく井に合格した者 

・地すべり防止工事士として登録後、１年以上の実務経験を有する者（地  

すべり防止工事に限る。） 



 

 

発注工種 特定資格 

建具工事 ・１級建築施工管理技士 

水道施設工事 

・１級土木施工管理技士 

・技術士（上下水道部門） 

・技術士（衛生工学部門・選択科目「水質管理又は廃棄物処理」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「水質管理又は廃棄物処理」） 

消防施設工事 

・監理技術者資格者証（消防施設工事業に係るもの）を保有している者 

・消防法による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受け 

た者 

清掃施設工事 

・監理技術者資格者証（清掃施設工事業に係るもの）を保有している者 

・技術士（衛生工学部門・選択科目「廃棄物管理」） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「廃棄物管理」） 

解体工事 

・１級建設機械施工技士 

・１級土木施工管理技士 

・１級建築施工管理技士 

・技術士（建設部門） 

・技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」） 

 


